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令和 3年松戸市議会 3月定例会 ⑧
 

議事日程第 5号
令和3年3月23日午前l0時間議

日程 事 件 名 備考

議 案
令和3年度松戸市一般会計予算 代第 6 9 号

議 案
令和3年度松戸市国民健康保険特別会計予算

第 7 0 号
議 案

令和3年度松戸市松戸競輪特別会計予算
第 7 号

議 案
令和3年度松戸市公設地方卸売市場事業特別会計予算

第 7 2 号
議 案

令和3年度松戸市駐車場事業特別会計予算 一
第 7 3 号
議 案

令和3年度松戸市介護保険特別会計予算
括

第 7 4 号 議

議 案
令和3年度松戸市後期高齢者医療特別会計予算

第 7 5 号 題

議 案 令和3年度松戸市松戸都市計画事業新松戸駅東側地区土
第 7 6 号 地区画整理事業特別会計予算

議 案
令和3年度松戸市水道事業会計予算

第 7 7 号
議 案

令和3年度松戸市病院事業会計予算
第 7 8 号
議 案

令和3年度松戸市下水道事業会計予算 ／ 第 7 9 号

議 案
松戸市2020年東京オリンピック・パラリンピックや
さシティおもてなシティ推進会議条例の一部を改正する

第 8 0 号
条例の制定について

議 案
松戸市行政手続における特定の個人を識別するための番

号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用等に関
第 8 号

する条例の一部を改正する条例の制定について

議 案 松戸市女性センタ一条例の一部を改正する条例の制定に

第 8 2 号 ついて
議 案 松戸市職員の配偶者同行休業に関する条例の制定につい ． 

第 8 3 号 て 一

2 議 案

第 8 4 号
松戸市手数料条例の一部を改正する条例の制定について 括

議 案 松戸市福祉有償還送運営協議会条例の一部を改正する条 議
第 8 5 号 例の制定について
議 案 松戸市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定につ 題
第 8 6 号 いて

議 案
松戸市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について

第 8 7 号

議 案 松戸市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及ひ漣営

第 8 8 号 に関する基準を定める条例の制定について



松戸市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、
議 案 設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに
第 8 9 号 係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

を定める条例の制定について

議 案
松戸市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに

2 指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支
第 9 0 号

援の方法に関する基準等を定める条例の制定について

議 案
松戸市法定外公共物の管理に関する条例の制定について

第 9 1 号 ， 

議 案 松戸市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正するν 第 9 2 号 条例の制定について
令和 2年度 f医療・介護体制、公衆衛生行政や検査・検疫体制等の

一

3 
陳情第 5号 強化・拡充を求める意見書Jの提出を求める陳情
令和 2年度 「最低賃金の改善と中小企業支援の拡充を求める意見
陳情第 6号 書Jの提出を求める陳情

4 議 案 令和2年度松戸市一般会計補正予算（第14回）
第 9 8 号

5 
議員提出議案 松戸市議会会議規則の一部を改正する規則の制定につい
第 2 5 号 て

6 所管事務の継続調査の許可について



令和3年 3月 17日

松戸市議会予算審査特別委員会委員長

飯箸公明様

提出者 松戸市議会予算審査特別委員会委員

鹿野

中村典

大橋

市川 恵

山 口 栄

杉 山 由

修正案の提出について

松戸市議会会議規則第 10 1条の規定により、下記の議案に対する修正案

を別紙のとおり提出します。

記

議案第69号 令和3年度松戸市一般会計予算

修正理由

第 1条歳出予算のうち、第2款総務費第 1項総務管理費における一部の予

算措置理由が認め難いため。



（別紙）

議案第69号令和 3年度松戸市一般会計予算については、次のとおり修正

する。

第 1条第1項中、歳入歳出それぞれ 「166,740,000千円Jを

「166,710,000千円」に改める。

第1条第2項 「第1表 歳入歳出予算」の表の一部を次のように改める。

抹消したのは原案、その下に記入したのが修正案である。

歳 入 （単位：千円）

款 項 金 額

1.市 税 66,320,000 

1.市 民 税 35, 137, 900 

2.固 定 資 産 税 22, 986, 529 

3.軽 自 動 車 税 527,644 

4.市 た lま
、，
税 2,670,801 」

5.事 業 所 税 1,014,426 

6.都 市 言十 画 税 3,982, 700 

2.地 方 譲 与 税 808,950 

1.地方揮発油譲与税 220,000 

2.自 動車重量譲与税 550,000 

3.森 林 環 境 譲 与 税 38,950 

3.利 子 害1] 千，J、で・ー 付 金 80,000 

1利 子 筈リ Jヲ句、~ 付 金 80,000 

4. 菌己 当 害lj pチマ、 付 金 400,000 

1.配 当 害lj ，マJセ、 付 金 400,000 

5.株式等譲渡所得割交付金 300,000 

1.株式等譲渡所得割交付金 300,000 

6.法 人 事 業 税 守J、、< 付 金 450,000 

1.法人事 業 税交付金 450,000 

7.地 方 t消 費 税 JチKマ 付 金 10,000,000 

1.地 方消費税交付金 10,000,000 

8.ゴ ノレフ場利用税交付金 3,000 

l ゴルフ場 利 用税交付金 3,000 

9.自 動車取得税交付金

1.自 動 車取得税交付金

10.環 境 性 能 害リ Jヲ坐、< 付 金 150,000 

1.環境 性能 割交付金 150,000 

11.地 方 特 例 ヂJoマ、 付 金 2,261,000 

1.地 方 特 例 Jザマ、 付 金 440,000 

2 新型コロナウイノレス感染症対策
．地 方税減収補填特別交付金

1, 821, 000 

12.地 方 デ＿，.、司r 付 税 6,250,000 

1地 方 Jポ、て 付 税 6,250,000 

13.交通安全対 策 特別交付金 50,000 

1.交 通 安全対策特別交付金 50,000 

14.分 担 金 及 び 負 f豆 金 I, 094, 696 

1.負 担 金 1,094,696 

15.使 用 料 及 び 手 数 料 3,074,229 

1.使 用 料 2,052,460 

2.手 数 料 1,021, 769 



（単位：千円）

款 項 金 額

16.国 庫 支 出 金 38, 154, 756 

1.国 庫 負 担 金 32, 777,096 

2.国 庫 補 助 金 5,246,548 

3.委 託 金 131, 112 

17.県 支 出 金 11, 900, 508 

1.県 負 担 金 8,283,658 

2.県 補 助 金 2,563,653 

3.委 託 金 1,053, 197 

18.財 産 収 入 128,292 

1.財 産 運 用 収 入 71,372 

2.財 産 売 払 収 入 56,920 

19.寄 附 金 50,000 

1.寄 附 金 50,000 

20.繰 入 金 3,a＆＋，＆』1
3, 557, 817 

1.特 ~lj i』" 計 繰 入 金 192,585 

2.基 金 繰 入 金 3,395,232 

3,365,232 

21.繰 越 金 2,500,000 

1.繰 越 金 2, 500,000 

22.諾 収 入 3,464,651 

1.延 滞 金、加 算 金及び過料 90,002 

2.市 預 金 手lj 子 64 

3 貸 付 金 フE 手lj 収 入 121,360 

4.受 託 事 業 収 入 342,698 

5.収 益 事 業 収 入 300,000 

6.雑 入 2,610,527 

23.市 償 15, 712, 100 

1.市 債 15, 712, 100 

歳 入 iロh、 言十
me, +40, ooo 
166, 710,000 

し｝



歳 出 （単位 ；千円）

款 項 金 額

1.議 d合、 費 829, 125 τEミ

1.議 コL>ズ、 費 829, 125 

2.総 務 費 』i,++4,8＋』

12, 744, 871 

1.総 務 管 理 費 9，』83,893

9, 153, 893 

2.徴 税 費 l, 505, 971 

3.戸籍住民基本台帳費 I, 612, 479 

4選 挙 費 281, 150 

5.統 言十 調 査 費 60,437 

6.監 査 委 員 費 130,941 

3.民 生 費 83, 589,596 

L社 £コ＝〉、 福 祉 費 30,629, 190 

2.児 童 福 祉 費 34,602,881 

司、 3.生 活 保 護 費 18, 357, 523 

4.災 害 救 助 費 2 

4.衛 生 費 20,976,812 

1.保 健 衛 生 費 7,829, 714 

2.清 掃 費 10, 167, 214 

3.上 水 道 費 33,320 

4.病 院 費 2,946, 564 

5.労 働 費 108,312 

1.労 働 諸 費 108,312 

6.農 林 水 産 業 費 340,547 

l 農 業 費 340, 547 

7.商 工 費 970,092 

1.商 工 費 970,092 

8.土 木 費 14,280,457 

1.土 木 管 理 費 1, 000, 362 

2.道 路 橋 り よ フ 費 3,031,337 

3.河 Jll 費 85,047 

4.都 市 言十 函 費 5,603,979 

5.下 水 道 費 3,514,282 

6.住 宅 費 1, 045, 450 

9.消 防 費 6, 283,694 

1.消 防 費 6,283,694 



（単位：千円）

款 項 金 額

10.教 育 費 14, 052, 186 

1.教 ＝同tr 総 務 費 2,523,857 

2.小 学 校 費 2,678,902 

3.中 A守，，＿ー 校 費 1,837, 773 

4.高 等 ~主t 校 費 827,355 

5.社 コ~ 教 育 費 2, 724,840 

6.保 健 体 育 費 3,459,459 

11.災 害 復 ｜日 費

1.公共土木施設災害復旧費

12.公 債 費 12,234,305 

1.公 債 費 12,234,305 

13.諸 支 出 金 2 

1.普 通 財 産 取 得 費

2.災害援護資金貸付金

14.予 備 費 300,000 

1.予 備 費 300,000 

lee, +40, ooo 
歳 出 iロ:.. 計

166, 710,000 

l' 



令和 3年 3月 17日

松戸市議会予算審査特別委員会委員長

飯箸公明様

提出者 松戸市議会予算審査特別委員会委員 （ 

戸張友超三）
D E L r金子、
¥.._:r:/ 

修正案の提出について

松戸市議会会議規則第 10 1条の規定により、下記の議案に対する修正案

を別紙のとおり提出します。

記

議案第69号 令和3年度松戸市一般会計予算

修正理由

第 1条歳出予算のうち、第2款総務費第 1項総務管理費、第3款民生費第

2項児童福祉費及び第8款土木費第4項都市計画費における一部の予算措置

理由が認め難いため。



（別奇兵）

議案第69号令和3年度松戸市一般会計予算については、次のとおり修正

する。

第 1条第1項中、歳入歳出それぞれ「 166,740,000千円Jを

「166,423,979千円」に改める。

第 1条第2項「第 1表 歳入歳出予算Jの表の一部を次のように改める。

抹消したのは原案、その下に記入したのが修正案である。

歳 入 （単位： 千円）

款 項 金 額

l.市 税 66,320,000 

l市 民 税 35, 137,900 

2.固 定 資 産 税 22,986,529 

3.軽 自 動 車 税 527,644 

4.市 た ば
、，
税 2,670,801 」

5.事 業 所 税 1,014,426 

6.都 市 言十 画 税 3,982, 700 

i.地 方 譲 与 税 808,950 

1.地方揮発油譲与税 220,000 

2.自 動車重量韻与税 550,000 

3.森 林 環 境 韻 与 税 38,950 

3.利 子 言~J ヲJ句、 付 金 80,000 

1.手リ 子 害4 交 付 金 80,000 

4.配 当 害リ ヂJ、" 付 金 400,000 

1.配 当 害4 ヂ，p、で f寸 金 400,000 

5.株式等譲渡所得割交付金 300,000 

1.株式等譲渡所得割交付金 300,000 

6.法 人 事 業 税 交 付 金 450,000 

1.法人事業税交付金 450,000 

7.地 方 I簡 費 税 ~て、 付 金 10,000,000 

1.地方消費税交付金 10,000,000 

8.ゴルフ場利用税交付金 3,000 

1.ゴルフ場利用税交付金 3,000 

9.白 動車取得税交付金 l 

1.自動車取得税交付金

10.環 境 性 能 言~J 交 付 金 150,000 

1.環境性能割交付金 150,000 

11.地 方 特 修d 千ノ、マ 付 金 2,261,000 

1.地 方特 ~~ 片引で』 付 金 440,000 

2 新型コロナウイルス感染症対策
－地方税減収補填特別交付金

1,821,000 

12.地 方 ヲJー、 付 税 6,250,000 

1.地 方 チFぜ、 付 税 6,250,000 

13.交通安全対策特別交付金 50,000 

1.交通安全対策特別交付金 50,000 

14.分 担 金 及 び 負 担 金 1,094,696 

I.負『 担 金 1,094,696 

15.使 用 料 及 び 手 数 料 3,074,229 

1.使 用 料 2,052,460 

2.手 数 料 1,021, 769 



（単位：千円）

款 項 金 額

16.国 庫 支 出 金 38, 154, 756 

1.国 E軽 負 担 金 32, 777,096 

2.国 庫 補 助 金 5,246,548 

3.委 託 金 131, 112 

17.県 支 出 金 11,900,508 

1.県 負 担 金 8,283;658 

2.県 補 助 金 、 2, 563, 653 

3.委 託 金 I, 053, 197 

18.財 産 収 入 128,292 

1.財 産 運 用 収 入 71, 372 

2.財 産 売 払 収 入 56,920 

19. 苦手 附 金 50,000 

l寄 附 金 50,000 

20.繰 入 金 3,&8+181+ 

3,271, 796 

1.特 jJIJ ~ 計 繰 入 金 192,585 

2.基 金 繰 入 金 3;399,232 

3, 079, 211 

21.繰 越 金 2,500,000 

1.繰 越 金 2,500,000 

22.諸 収 入 3,464,651 

1.延滞金、加算金及び過料 90,002 

2.市 預 金 手リ 子 64 

3.貸 付 金 7C 来1J 収 入 121, 360 

4.受 託 事 業 収 入 342,698 

5.収 益 事 業 収 入 300,000 

6.雑 入 2,610,527 

23.市 債 15, 712, 100 

1.市 債 15, 712, 100 

議 入 iロ).. 計
lee, +40, ooo 
166,423,979 

しj



歳 出 （単位．千円）

款 項 金 額

l.議 b七匡、 費 829, 125 

l.難 iτZ』玉Z 費 829, 125 

2.総 務 費 』2,++4, 8＋』
12, 729,871 

l 総 務 管 理 費 9, 183,893 

9, 138,893 

2.徴 税 費 l,505,971 

3.戸籍住民基本台帳費 l,612,479 

4.選 挙、 費 281, 150 

5.統 計 調 査 費 60,437 

6.監 査 委 員 費 130,941 

3.民 生 費 &3, a&9, we 

83,579,596 

1.社 4コ~、 福 祉 費 30,629, 190 

2.児 童 福 祉 費 34,ti02,88l 

34,592,881 

3.生 活 保 護 費 18,357,523 

4.災 害 救 助 費 2 

4.衛 生 費 20,976,812 

1.保 健 衛 生 費 7,829, 714 

2.清 掃 費 10, 167,214 

3.上 水 道 費 33,320 

4.病 院 費 2,946,564 

5.労 働 費 108,312 

1.労 働 諾 費 108,312 

6.農 林 水 産 業 費 340,547 

1.農 業 費 340,547 

7.商 工 費 970,092 

1.商 工 費 970,092 

8.土 木 費 』4,280, 4&+ 

14,019,436 

1.土 木 管 理 費 1,000,362 

2.道 路 橋 り よ フ 費 3,031,337 

3.河 ) 11 費 85,047 

4.都 市 計 画 費 a， ~3,9+9 

5,342,958 

5.下 水 道 費 3, 514, 282 

6.住 宅 費 I, 045, 450 

9.消 防 費 6,283,694 

1.消 防 費 6,283,694 



（単位：千円）

款 項 金 額

10.教 コ同"" 費 14, 052, 186 

1.教 育 総 務 費 2,523,857 

2.小 且す4一与 校 費 2,678,902 

3.中 学 校 費 l, 837, 773 

4.高 等 ふナ，..」 校 費 827, 355 

5.社 5:;; 〉‘ 教 育 費 2, 724,840 

6.保 健 体 育 費 3,459,459 

11.災 害 復 ｜日 費

）.公共土木施設災害復旧費

12.公 償 費 12,234, 305 

）.公 償 費 12,234,305 

13.筒 支 出 金 2 

）.普 通 財 産 取 得 費 l 

2.災害援護資金貸付金 l 

14.予 備 費 300,000 

l予 備 費 300,000 

歳 出 ぷロ語、 計
』99,+40,GOO

166,423,979 

人



議案（予算・一般・陳情）討論者一覧

令和3年3月

種別 討論者氏名 議案・請願・陳情 賛否 JI開立

第69号（一般、修正案及び修正案を除く

宇津野史行議員
原案）、第70号（国保）、第71号（競輪〉、

第74号（介護）、第75号 （後期）、
反対 1 

第76号（土地区画）

第69号（一般、修正案及び修正案を除く

原案）

第70号（国呆）、第71号傍観論）、

腐野聡議員 第72号仏液地方）、第73号〈駐車場） 賛成 2 

第74号（介護）、第75号（後期）、

第76号（土地区画）、第77号（水道）、

第78号（病院）、第79号 （下水道）

中西香澄議員
第69号（一般、修正案及び修正案を除く

反対 3 
原案）、第76号（土地区画）

第69号（一般、修正案及び修正案を除く

原案）

妻
第70号（国保）、第71号（競輪）、

市川恵一議員 第72号 L公設地方）、第73号（駐車場） 賛成 4 
，，問、、 第74号（介護）、第75号（後期）、
筆予 第76号（土地区画）、第77号休道）、

第78号（病院〉、第79号（下水道）

第69号（一般、修正案） 反対

第69号（一般、修正案を除く原案）

第70号（国保）、第71号（競輪）、
伊東英一議員 第72号（公設地方）、第73号〈駐車場） 5 

第74号（介護）、第75号 （後期）、
賛成

第76号（土地区画）、第77号（水道）、

第78号（病院）、第79号（下水道）

第69号（一般、修正案及び修正案を除く
賛成

原案）
戸張友子議員 6 

第76号（土地区画） 反対

. 第69号（一般、修正案及び修正案を除く
賛成

原案）
DEL I議員 一一一一一一一一一一一 一一ー一一一一一一 7 

第76号（土地区画） 反対



第81号（行政手紛、第87号（介護側負）、

震 山口正子議員
第88号（地域密着型サービス）、

反対 1 
第89号（地域密着型介護予防）、f旬、

一
懲 第90号（指定介護予防）、

岡本優子議員 第81号（行政手紛 賛成 2 

山口正子議員 陳情第5号（医療 ・介護体制等拡充） 賛成 1 

ミーノレ計恵議員 陳情第6号（最低賃金の改善） 賛成 2 

人



予算討論時間割り当て表

会派名 割り当て時間

松政クフブ 18分

公明党 -16分

市民クフブ 14分

日本共産党 1 1分

立憲民主党 1 1分

政策実現フォーフム 10分

市民力・立憲民主党 10分

無所属 8分



議員提出議案第25号

松戸市議会会議規則の一部を改正する規則の制定について

松戸市議会会議規則の一部を改正する規則を別紙のよ うに定める。

令和 3年 3月 23日提出

松戸市議会議員増 田 薫

同 大塚健児

同 大谷茂範

同 高橋伸之

同 石井 勇

同 山 中啓之

同 渋谷剛士

同 杉山 由祥

同 宇津野史 行

同 二階堂 剛

問 城所正美

同 諸角 由美

同 末松裕人

提案理由

多様な人材の市議会への参画を促進するため、議員等の欠席事由を明文化す

るとともに、表決及び請願に関する規定を整備するため。



松戸市議会会議規則の一部を改正する規則

松戸市議会会議規則 （昭和41年松戸市議会規則第 1号）の一部を次のよう

に改正する。

第2条第1項中「事故j を「公務、疾病、育児、看護、介護、配偶者の出産

補助その他のやむを得ない事由」に改め、同条第2項中「日数を定めてj を

「出産予定日の6週間（多胎妊娠の場合にあっては、 14週間）前の日から当

該出産の日後8週間を経過する日までの範囲内において、その期間を明らかに

してJに改める。

第70条に次の l項を加える。

3 第 1項及び第 76条ただし書の規定にかかわらず、議長は、必要があると

認めるときは、問題を可とする者を起立させることに代えて、その者に採決

の結果を表示するシステムの賛成ボタンを押させることによって表決をとる

ことができる。

第91条第 1項中「事故」を「公務、疾病、育児、看護、介護、配偶者の出

産補助その他のやむを得ない事由」に改め、同条第2項中「日数を定めてJを

「出産予定日の6週間（多胎妊娠の場合にあっては、14週間）前の日から当

該出産の日後 8週間を経過する日までの範囲内において、その期間を明らかに

してJに改める。

第 13 9条第 1項中「、請願者の住所及び氏名（法人の場合にはその名称及

び代表者の氏名）」を「及び請願者の住所」に、 「押印」を 「署名文は記名押

印Jに改め、同条中第4項を第5項とし、第3項を第4項とし、同条第2項中

「請願j を「前2項の請願Jに改め、同項を同条第3項とし、同条第1項の次

に次の 1項を加える。

2 請願者が法人の場合には、邦文を用いて、請願の趣旨、提出年月日並びに

法人の名称及び所在地を記載し、代表者が署名又は記名押印をしなければな

らなし」

附員lj

この規則は、令和3年4月1日から施行する。



議員提出議案第25号参考資料

松戸市議会会議規則の一部を改正する規則案新旧対照表

（下糠部分は改正部分）

現 ’ー
イ了 改正案

（欠席の届出） （欠席の届出）

第2条 議員は、主主主のため出席できないときは、 ｜第2条 議員は、公務、疾病、育児、看護、介護、

その理由を付け、当日の開議時刻までに議長に届｜ 配偶者の出産補助その他のやむを得ない事由のた

け出なければならない。 め出席できないときは、その理由を付け、当日の

開議時刻までに議長に届け出なければならない。

2 議員は、出産のため出席できないときは、 旦盤12 議員は、出産のため出席できないときは、出産

を定めて、あらかじめ議長に欠席届を提出するこ｜ 予定日の6週間（多胎妊娠の場合にあっては、 1

とができる。 ｜ 4週間）前の日から当該出産の日後8週間を経過

（起立による表決）

第70条（略）

2 （略）

（欠席の届出）

する日までの範囲内において、その期間を明らか

にして、あらかじめ議長に欠席届を提出すること

ができる。

（起立による表決）

第70条 （略）

2 （略）

3 第1項及び第76条ただし書の規定にかかわら

ず、議長は、必要があると認めるときは、問題を

可とする者を起立させることに代えて、その者に

採決の結果を表示するシステムの賛成ボタンを押

させることによって表決をとることができる。

（欠席の届出）

第91条委員は、茎盤のため出席できないときは、｜第91条委員は、公務、疾病、育児、看護、介護、

その理由を付け、当日の開議時刻までに委員長に｜ 配偶者の出産補助その他のやむを得ない事由のた

届け出なければならない。 ｜ め出席できないときは、その理由を付け、 当日の

開議時刻までに委員長に届け出なければならな

し、。

2 委員は、出産のため出席できないときは、旦盤12 委員は、出産のため出席できないときは、出産

を定めて、あらかじめ委員長に欠席届を提出する｜ 予定日の6週間（多胎妊娠の場合にあっては、 1

ことができる。 ｜ 4週間）前の日から当該出産の日後8週間を経過

する日までの範囲内において、その期間を明らか



（請願書の記載事項等）

l三ムエ、あらかじめ委員長に欠席屈を提出するこ
とがで、きる。

（請願書の記載事項等）

第 13 9条 請願書には、邦文を用いて、請願の趣｜第13 9条請願書には、邦文を用いて、請願の趣
旨、提出年月日、請願者の住所及び氏名（法人の｜ 旨、提出年月日及び請願者の住所を記載し、請願
場合にはその名称、及び代表者の氏名）を記載し、｜ 者が署名又は記名押印をしなければならない。

請願者が担盟をしなければならない。

2 請願者が法人の場合には、邦文を用いて、請願

の趣旨、提出年月日並びに法人の名称及び所在地

を記載し、代表者が署名文は記名押印をしなけれ

ばならない。

2 請願を紹介する議員は、請願書の表紙に署名又13 前2項の請願を紹介する議員は、請願書の表紙
は記名押印をしなければならなし」 ｜ に署名文は記名押印をしなければならない。

立._1_ （略） I.±・立 （略）



新焼却施設建設に関する決議

令和 3年度一般会計歳入歳出予算において、計画上予定されていた新焼却施

設建設関係経費の計上がなく、これについて執行部から、ごみ処理の広域化及

び施設の集約化を検討するために検討期間を設けて稼働時期を延期させるとい

う説明がなされた。

新焼却施設建設によるごみの処理の確実な履行は、市民生活における最重要

事項であり、欠くことのできない行政サービスである。

平成31年3月定例会の予算審査特別委員会において市長から示された見解

でも、本市が優先的に取り組む3事業のーっとしてこの新焼却施設建設が位置

付けられており、計画に基づいて着実に事業が進められることを共通認識とし

ていたが、広域化という新たな課題への取り組みとそれに伴う事業期間の延長

は、その共通認識を超える方針転換とも取り得るものである。

本市は、和名ケ谷クリーンセンターとクリーンセンター2施設体制から、 1

施設体制へと焼却施設の集約化を進めている最中である。さらに現状ではクリ

ーンセンターの稼働停止により、新焼却施設が稼働するまでの問、本市の燃や

せるごみの処理の一部を近隣市にご協力いただき処理をお願いしており、早急

に新焼却施設建設を進める必要がある。

先の教育環境常任委員会において、市長はこの問題に対して「市民の生活を

守っていくことが一番大事な原点であり、スピード感をもって新焼却施設整備

基本構想を取りまとめるなど、早急に整備を進める」との認識を示された。

従って、執行部においては、本市のごみの適正処理について、早期に新焼却

施設整備基本構想、を取りまとめ、着実に事業を推進することを求めここに決議

する。

千葉県松戸市議会



令和3年3月23日 （火）議会運営委員会資料

庶務課

退職理事者への記念品贈呈及び写真撮影について

0日 時 令和3年3月23日（火〉 昼休憩時

0場 所 本会議場

0退職者 6人

O記念品 花束及び置時計

0記念撮影 ※記念写真撮影グループの順

0退職理事者 （6人）

－会計管理者 高橋武弘

－財務部長 宮間秀一

－福祉長寿部長 君R 正信

－生涯学習部長 片田雅文

－監査委員事務局長 伊藤隆志

－消防局長 小川直康

※記念写真撮影グループ

1 松政クラブ 1 2人

2 公明党 1 0人

3 市民クラブ 7人

4 日本共産党、市民力・立憲民主党 7人

5 立憲民主党、政策実現フォーラム、無所属 8人


